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国内航空分野における規制緩和の経緯

参入制度

路線ごとの免許制による需給調整規制

○ 昭和61年： 『45・47体制』廃止。ダブル・トリプルトラック化（※）

需給調整規制廃止し、事業ごとの許可制に。

事業参入

○ 事前届出制

既得権益化を防止し、競争促進・国内
航空ネットワークの維持・拡充の観点
から5年毎に見直し

運賃制度

認可制

航空法制定（昭和27年）

航空法改正（平成12年）

○ 総括原価主義

○ 平成6年： 一部届出化

○ 平成8年： 幅運賃制度の導入

標準原価から25%の幅内で普通運賃
の設定を自由化

5割以内の営業政策的割引運賃等に
ついて届出化

能率的な経営の下で、適正利潤を含む
総費用と総収入が均衡するよう設定

事前届出制（変更命令あり）

○ 需給調整規制の廃止

運航ダイヤ

○ 事業ごとの許可制

路線ごとの需給調整を前提
とした免許制から、安全面の
審査を中心とした事業ごとの
許可制に移行。

路線の設定や増減便を、原則、航空
会社の 経営判断に委ねる。

○ 混雑飛行場については許可制
（変更する場合は認可）

○ 事前届出制

すべての運賃・料金について、原則、
航空会社の 経営判断に委ねる。

○ 変更命令

不当な運賃・料金については、国土
交通大臣が変更命令。

段
階
的
に
規
制
緩
和

現
行
制
度

○ 3社で路線の棲み分け： 『45・47体制』
JAL ： 国際線・国内線（幹線）
ANA ： 国内線（幹線・ローカル線）

JAS ： 国内線（ローカル線）

○ 平成 9 年： ダブル・トリプルトラック化基準の廃止
平成10年に35年ぶりの新規参入
⇒ スカイマーク（羽田＝福岡線）、北海道国際航空（羽田＝札幌線）

（ダブル・トリプルトラック化基準の緩和）

（※）同一路線を2社又は3社が運航すること
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○ 航空機の運航の安全上適切なものであること

○「競争の促進」、「多様な輸送網の形成」等を通じた利用者の利便に適合する輸送サービスを提供する
ものであること

○航空運送事業者の当該混雑空港の「従前の使用状況」に配慮

混雑空港を使用した運航の許可の基準

混雑空港の指定

羽田・伊丹・成田・関空・福岡

混雑空港：空港の使用状況に照らして、
航空機の運航の安全を確保するため、１
日／一定時間当たりの離陸又は着陸の回
数を制限する必要がある空港

有効期間（5年）の到
来による許可の失効

混雑空港を使用した
運航の許可

○各空港には運用時間、管制に係る処理能力、騒音対策としての飛行制限等の制約要因による発着枠（スロット）の制限が
あり、混雑空港において自由な路線設定を認めると、当該空港の発着枠の制限を超えて離着陸を行おうとする航空機であ
ふれ、運航の安全上及び環境上の問題が生ずることとなる。

○このため、混雑空港における発着枠の使用については国土交通大臣の許可にかからしめ、当該空港において運航の安
全及び環境への配慮等の観点から設定された発着枠の上限を超えないように、国として発着総数の調整を行っているもの。

混雑空港の使用に係る許可
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○航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）抄
（混雑空港に係る特例）
第百七条の三 混雑空港（当該空港の使用状況に照らして、航空機の運航の安全を確保するため、当該空港における一日又は一定時間当たり
の離陸又は着陸の回数を制限する必要があるものとして国土交通省令で指定する空港をいう。以下同じ。）を使用して国内定期航空運送事
業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、混雑空港ごとに、当該混雑空港を使用して運航を行うことについて国土交通大臣の許可を受
けなければならない。
２ 前項の許可を受けようとする本邦航空運送事業者は、当該混雑空港を使用空港とする路線に係る運航計画を記載した申請書を国土交通大
臣に提出しなければならない。
３ 国土交通大臣は、第一項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一 運航計画が航空機の運航の安全上適切なものであること。
二 競争の促進、多様な輸送網の形成等を通じて利用者の利便に適合する輸送サービスを提供するものであること等当該混雑空港を適切か
つ合理的に使用するものであること。

４ 国土交通大臣は、第一項の許可をしようとするときは、同項の本邦航空運送事業者の当該混雑空港の従前の使用状況に配慮してこれをし
なければならない。
５ 第一項の許可の有効期間は、許可の日からその日の属する単位期間（当該混雑空港に係る同項の指定の日以後の期間を五年を超えない範
囲内において国土交通省令で定める年数ごとに区分した各期間をいう。）の末日までの期間とする。

（運輸審議会への諮問）
第百三十六条 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
一 第百五条第二項又は第百十二条の規定による運賃又は料金の変更の命令
二 第百七条の三第一項の規定による混雑空港を使用して運航を行うことの許可
三 第百十九条の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し
四 第百三十四条の二の規定による基本的な方針の策定

○航空法施行規則（昭和二十七年運輸省令第五十六号）抄
（混雑空港に係る特例）
第二百十九条の二 法第百七条の三第一項の国土交通省令で指定する空港は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第五項の国土交通省令で
定める年数は同表の上欄に掲げる空港ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

混雑空港運航許可関係条文

成田国際空港 五年

東京国際空港 五年

関西国際空港 五年

大阪国際空港 五年

福岡空港 五年
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グループ 会社名
空港名

成田 羽田 関西 伊丹 福岡

ＡＮＡグループ 全日本空輸㈱ （ＡＮＡ） ○ ○ ○ ○ ○

ＡＮＡウイングス㈱ （ＡＫＸ） ○ ○ ○ ○ ○

Ｐｅａｃｈ Ａｖｉａｔｉｏｎ㈱ （ＡＰＪ） ○ ○ ○

ＪＡＬグループ 日本航空㈱ （ＪＡＬ） ○ ○ ○ ○ ○

日本トランスオーシャン航空㈱ （ＪＴＡ） ○ ○ ○

㈱ジェイエア （ＪＡＲ） ○ ○ ○ ○

日本エアコミューター㈱ （ＪＡＣ） ○ ○

ジェットスター・ジャパン㈱ （ＪＪＰ） ○ ○ ○

その他 スカイマーク㈱ （ＳＫＹ） ○ ○ ○

㈱ＡＩＲＤＯ （ＡＤＯ） ○

ソラシドエア㈱ （ＳＮＪ） ○

㈱スターフライヤー （ＳＦＪ） ○ ○ ○

春秋航空日本㈱ （ＳＪＯ） ○

アイベックスエアラインズ㈱ （ＩＢＸ） ○ ○ ○

㈱フジドリームエアラインズ （ＦＤＡ） ○

㈱オリエンタルエアブリッジ （ＯＲＣ） ○

天草エアライン㈱ （ＡＭＸ） ○ ○

エアアジア・ジャパン（ＷＡＪ） （新規）

計 18社 8 社 9 社 8 社 7 社 14 社

混雑空港運航許可事業者一覧 前回更新（諮問：H26.11.11、答申：H26.12.18、許可：H26.12.26）
からの主な変更点
※混雑空港に福岡空港を指定（H28.3.27）
※Peach Aviationとバニラ・エアが統合（R1.11.1）
※スカイマークの成田就航（R1.11.29）
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